
維持管理業者人員体制 2町の維持管理業者の選定業務共同化

波佐見町 東彼杵町

※責任者については
波佐見町・東彼杵町兼任

主 任 1名

技術員 2名

主 任 1名

技術員 1名

緊急時対応 1名

責任者 1名

4人体制 3人体制

①運転監視及び保守点検
②中継ポンプ場・マンホールポンプ場

施設の運転監視及び保守点検
③自動警報装置による緊急時の対応
④水質管理

業務委託内容
①運転監視及び保守点検
②自動警報装置による緊急時の対応
③水質管理
④ユーティリティーの調達
⑤小修繕・植栽管理等

処理場 中継ポンプ場 マンホール
ポンプ場

処理場

＜波佐見町処理施設＞ ＜東彼杵町処理施設＞

業務委託施設

責任者 1名
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〇 発注作業の共同化により職員工数削減
〇 委託業者の共通経費削減
〇 スケールメリットによる委託人件費削減
〇2町間の物品・薬品等の貸し借りが容易
〇緊急時対応に人員のやり取りが容易
〇維持管理で情報や実績の共有が可能
〇同一機器仕様の為、修繕時期も概ね同じであり、情報共有ができる

・原水ポンプ井の水抜き用水中ポンプの貸し借り。
・高分子凝集剤5箱の貸し借り。
・緊急時対応で波佐見町から東彼杵町に2名派遣。

〇 東彼杵町は平成２６年度より維持管理業者と包括的民間委託(レベル2.5)
を実施(ユーティリティー調達・小修繕を委託内容に計上)
⇒ その結果を見て、波佐見町も委託範囲拡大を検討する可能性あり。

業者選定共同化によるメリット 2町の維持管理業者の選定業務共同化

今後の課題

実 例

効果額：約２２百万円
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ご清聴ありがとうございました。
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